
【現行の保険証が発行されていない方】

被保険者資格取得届・被扶養者（異動）届の中の「資格確認書発行要否欄」に☑する
※☑していただければ、数日で発行いたします。
※☑をされていない方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には資格取得から30～50日後の発行となります。
発行を希望される場合は、できる限り【資格取得届等の提出時】に「資格確認書発行要否欄」に☑をお願いいたします。

【現行の保険証が発行されている方】

（1）船員保険部の確認による発行

船員保険部にて上記の発行対象のうち、①～③であることが確認できた方には、令和7年6月に
被保険者分、令和7年9月に被扶養者分を、船舶所有者を通じてお届けします。

（2）船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行

上記（1）以外で発行を希望される場合、船舶所有者を通じて交付申請書を船員保険部へご提出ください。
（交付申請書は令和6年11月下旬に公開予定です。）

令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

資格確認書とは、船員保険の資格情報が記載されたカードで、マイナ保険

証をお持ちでない方等が医療機関等を受診される際に提示していただく

ことにより、これまでどおり診療を受けることができます。

※経過措置期間（令和6年12月2日～令和7年12月1日）は現在お持ちの

保険証を引き続きお使いいただけます。

ご確認ください！資格確認書について
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資格確認書発行要否

□発行が必要
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例：被保険者資格取得届（一部抜粋）

資格確認書とは？
船員保険イメージキャラクター

かもめっせ

※材質・形状は現行の保険証と同じです。

※ 変更になる場合があります。

資格確認書発行までの流れ

① マイナンバーカードを持っていない方

② マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方

③ マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方

④ 資格確認書の発行を希望された方 等

発行対象の方


